
今
回
の
政
府
と
人
事
院
の

改
悪
内
容
を
具
体
的
に
見
て

み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

表
１
は
、
退
職
金
の
計
算

方
法
で
す
が
、
こ
こ
の
計
算

式
に
あ
る
②
の
調
整
率
を
一

〇
四
％
か
ら
八
七
％
に
下
げ

る
と
い
う
の
が
今
回
の
退
職

金
の
改
悪
法
で
す
。
た
だ
、

切
り
下
げ
方
法
は
激
減
を
避

け
る
た
め
表
２
の
よ
う
に
、

平
成
二
六
年
七
月
の
間
三
段

階
に
分
け
て
削
減
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
削
減
時
期
が
そ
れ
ぞ

れ
年
度
途
中
に
な
っ
て
い
る

た
め
、
切
り
下
げ
前
に
定
年

退
職
を
待
た
ず
に
、
自
己
都
合

退
職
し
た
方
が
退
職
金
が
多
い

と
い
う
現
象
が
発
生
し
ま
す
。

そ
の
比
較
を
し
た
の
が
表
４

で
す
。
近
々
招
集
さ
れ
る
臨
時

国
会
で
「
改
悪
法
案
」
が
成
立

す
れ
ば
、
調
整
率
が
削
減
さ
れ

る
前
後
で
は
、
一
四
〇
万
円
程

度
の
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

表
５
は
、
二
〇
一
二
年
の
人

事
院
勧
告
に
よ
る
昇
格
抑
制
に

よ
り
、
六
級
昇
格
し
て
も
現
在

の
号
俸
よ
り
低
い
格
付
け
と
な

り
、
計
算
対
象
本
俸
が
安
く
な

り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
人
事
院

の
「
平
均
四
〇
二
万
六
千
円
民

間
よ
り
高
い
」
と
い
う
報
告
を

受
け
、
調
整
率
を
変
え
、
国
家

公
務
員
の
退
職
金
削
減
を
強
行

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
実

際
は
、
そ
れ
以
上
の
削
減
（
四

四
，
一
万
円
の
削
減
）
と
な
り

比
較
す
る
と
四
〇
万
円
以
上
民

間
退
職
金
よ
り
安
く
な
り
ま

す
。
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退
職
金
切
り
下
げ
→
昇
格
抑
制
の
相
乗
作
用
の
結
果

官
民
格
差
以
上
の
四
四
〇
万
円
の
大
幅
切
り
下
げ

政
府
は
、
人
事
院
の
「
退
職
給
付
の
官
民
比
較
調
査
結
果
で
、
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
が

が
民
間
よ
り
平
均
四
〇
二
万
六
千
円
高
い
」
と
い
う
報
告
を
受
け
、「
有
識
者
会
議
」
の
議
論

を
経
て
、
八
月
七
日
退
職
金
支
給
水
準
の
引
き
下
げ
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。
加
え
て
、
そ

の
翌
日
の
八
日
に
、
人
事
院
は
「
五
〇
歳
代
職
員
の
給
与
抑
制
」
を
勧
告
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
私
た
ち
の
退
職
金
は
、
昇
格
抑
制
の
相
乗
作
用
に
よ
り
、
民
間
よ
り
約
四
〇

万
円
も
安
く
な
る
と
い
う
大
問
題
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

表ー３ 調整額

区分 対応する職員 調整月額

６ 行（一）７級 41,700

７ 行（一）６級 33,350

８ 行（一）５級 25,000

９ 行（一）４級 20,850

10 行（一）３級 16,700

表ー５ 平成２６年度定年退職者の場合 (現在の改悪法が成立するとこの計算となります)

昇格（5-85→6-55）退職18ヶ月前

現行法の場合 416,200×57ヶ月×1.04＋(18×33,350＋42×25,000)＝26,322,636

平成２６年６月末退職 408,500×57ヶ月×0.92＋( 9×33,350＋51×25,000)＝22,996,890

平成２６年７月１日以降 408,500×57ヶ月×0.87＋(18×33,350＋42×25,000)＝21,907,815

｢改悪法成立による退職金削減額」

26,322,636－ 21,907,815＝ 4,414,821

＝退職金計算式＝ 表－１
５－８５から昇格した場合を想定しています。
本俸×①×②＋（③×④在級月数＋⑤× ⑥在
級月数）＝退職金
①定年退職最高月数 57ヶ月
②調整率 表－２
③調整額 表－３の6級の金額
④6級在級月数 6級に在職していた月数
⑤調整額 表③の5級の金額
⑥5級在級月数 5級に在職していた月数
④と⑥の計は最多60ヶ月分

表－２ 退職金の減額【閣議決定】

＜期間＞ 調整率

現行 104/100

H25.1.1～H25.9.30 98/100

H25.10.1～H26.6.30 92/100

H26.7.1以降 87/100

表－４ 平成２４年度定年退職者の場合

昇格（5-85→6-65）退職18ヶ月前

現行法の場合 416,200×57ヶ月×1.04＋(18×33,350＋42×25,000)＝26,322,636

１月１日前退職 416,200×57ヶ月×1.04＋(15×33,350＋45×25,000)＝26,297,586

３月末定年退職 416,200×57ヶ月×0.98＋(18×33,350＋42×25,000)＝24,899,232

昇格（5-85→6-65）退職12ヶ月前

現行法の場合 414,900×57ヶ月×1.04＋(12×33,350＋48×25,000)＝26,195,472

１月１日前退職 414,900×57ヶ月×1.04＋( 9×33,350＋51×25,000)＝26,170,422

３月末定年退職 414,900×57ヶ月×0.98＋(12×33,350＋48×25,000)＝24,776,514

人
勧
実
施
後
の
昇
格

現
行五

級
八
五
号
→
六
級
六
五
号

（
四
一
四
，
九
〇
〇
円
）
が

改
悪
後

六
級
五
五
号
へ
の
昇
格
抑
制

（
四
〇
八
，
五
〇
〇
円
）
へ



財
務
省
は
現
在
の
国
家
公
務

員
の
宿
舎
料
を
二
倍
近
く
に
値

上
げ
す
る
基
本
方
針
を
国
公
労

連
に
通
告
し
て
き
て
い
ま
す
。

値
上
げ
の
理
由
は
、
「
公
務

員
宿
舎
は
、
い
ら
な
い
と
い
う

世
論
」
が
あ
り
、
「
公
務
員
宿

舎
に
税
金
を
投
入
す
る
な
」
の

方
針
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
い

ま
す
。

宿
舎
五
万
六
千
戸
（
全
二
一

万
八
千
戸
の
二
三
・
五
％
）
の

削
減
、
全
国
で
二
、
三
九
三
住

宅
の
廃
止
、
宿
舎
使
用
料
の
引

き
上
げ
等
の
方
向
が
、
財
務
省

の
「
国
家
公
務
員
宿
舎
の
あ
り

方
に
つ
い
て
の
有
識
者
会
議
」

（
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
日
『
国

家
公
務
員
宿
舎
の
削
減
計
画
』
）

で
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
財
務
省
の
説
明
で

は
、
「
現
在
の
二
一
万
八
千
戸

の
宿
舎
に
つ
い
て
、
今
後
五
年

を
目
途
に
五
万
六
千
戸
程
度
減

ら
し
、
一
六
万
三
千
戸
程
度
に

し
て
い
く
。
使
用
料
の
値
上
げ

幅
は
、
こ
の
一
六
万
三
千
戸
の

宿
舎
使
用
料
の
み
で
宿
舎
を
維

持
管
理
し
て
い
く
こ
と
か
ら
逆

算
し
て
算
出
す
る
。
そ
の
結
果
、

宿
舎
料
の
値
上
げ
幅
は
、
現
在

の
一
・
八
倍
か
ら
二
倍
に
な

る
。
」
と
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
駐
車
場
料
金
も
値
上

げ
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。

具
体
的
に
は
、
宿
舎
の
維
持

管
理
費
用
は
年
間
約
五
五
〇
億

円
に
対
し
て
、
現
在
の
使
用
料

合
計
が
二
八
〇
億
円
と
い
う
こ

と
で
す
の
で
、
こ
れ
に
基
づ
く

単
純
計
算
で
は
、
一
・
九
六
倍

の
値
上
げ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

「
公
務
員
宿
舎
は
い
ら
な
い

と
い
う
世
論
」
は
、
一
部
マ
ス

コ
ミ
が
書
き
立
て
る
「
安
す
ぎ

る
公
務
員
宿
舎
」
「
恵
ま
れ
す

ぎ
る
国
家
公
務
員
」
か
ら
出
発

し
て
い
ま
す
が
、
本
当
に
公
務

員
宿
舎
料
は
安
い
の
で
し
ょ
う

か
？
公
務
員
宿
舎
が
あ
る
と
い

う
事
は
恵
ま
れ
す
ぎ
て
い
る
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
か
？

上
表
①
は
、
平
成
二
二
年
の

「
人
事
院
『
民
間
企
業
の
勤
務

条
件
制
度
』
調
査
結
果
に
よ
る

国
家
公
務
員
宿
舎
使
用
料
（
月

額
）
比
較
表
」
で
す
。
こ
れ
に

関
し
て
は
、
平
成
二
三
年
一
〇

月
一
七
日
付
け
で
財
務
省
理
財

局
が
公
表
し
た
「
国
家
公
務
員

宿
舎
関
係
資
料
」
に
も
転
載
さ

れ
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
Ｃ
タ
イ
プ
に

つ
い
て
は
、
全
国
平
均
で
見
る

と
民
間
よ
り
確
か
に
三
千
円
程

度
国
家
公
務
員
宿
舎
が
安
く
な

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
Ｄ
タ

イ
プ
だ
と
九
千
円
程
度
民
間
↗

↘
全
国
平
均
の
方
が
安
く
な
っ

て
い
ま
す
。
東
京
二
三
区
内
で

は
、
国
家
公
務
員
宿
舎
が
五
千

円
か
ら
三
万
五
千
円
程
度
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。

従
っ
て
、
一
概
に
「
安
す
ぎ

る
公
務
員
宿
舎
」
と
い
う
実
態

で
は
な
い
の
で
す
。

左
表
は
、
同
じ
く
平
成
二
二

年
の
「
人
事
院
『
民
間
企
業
の

勤
務
条
件
制
度
』
調
査
結
果
に

よ
る
民
間
企
業
の
社
宅
保
有
状

況
表
」
で
す
。

こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
と
お

り
、
企
業
規
模
一
〇
〇
人
以
上

で
転
勤
の
あ
る
企
業
の
社
宅

（
借
り
上
げ
社
宅
も
含
む
）
は
、

七
四
％
以
上
の
企
業
が
社
宅
を

保
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
す
。

決
し
て
国
家
公
務
員
が
飛
び

抜
け
て
「
公
務
員
宿
舎
」
に
入

居
で
き
、
恵
ま
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
。

更
に
言
え
ば
、
一
六
万
三
千

戸
の
維
持
管
理
費
が
妥
当
な
金

額
な
の
か
ど
う
か
な
ど
の
問
題

は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

基
本
的
に
は
、
宿
舎
と
い
う

も
の
は
「
労
働
条
件
」
で
あ
り
、

政
府
の
一
方
的
な
通
告
で
決
定

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
労
使

間
で
協
議
す
べ
き
も
の
で
す
。

「
安
す
ぎ
る
公
務
員
宿
舎
」

「
恵
ま
れ
す
ぎ
る
国
家
公
務
員
」

は
、
民
間
労
働
者
や
国
民
の
閉

塞
感
や
そ
の
怒
り
を
一
連
の
公

務
員
バ
ッ
シ
ン
グ
で
ご
ま
か
そ

う
と
す
る
政
府
や
財
界
の
世
論

誘
導
の
一
環
な
の
で
す
。

連
年
に
わ
た
る
公
務
員
賃
金

の
切
り
下
げ
、
定
員
削
減
の
中
、

さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ

う
な
宿
舎
料
の
値
上
げ
提
案

が
、
政
府
や
財
界
の
世
論
誘
導

の
一
環
と
し
て
実
行
さ
れ
た
ら

た
ま
り
ま
せ
ん
。

国
民
世
論
を
誘
導
し
て
の

宿
舎
料
金
値
上
げ
は
許
せ
ま
せ
ん

財務省が基本方針を示唆

宿舎費を２倍近くに値上げ宿舎費を２倍近くに値上げ

C 55～70m2 D 70～80m2
民間全国平均 21,513 23,056
国公全国平均 18,362 32,501
現在の差 -3,151 9,445
国公値上げ後 35,990 63,702
民間東京平均 25,322 24,322
国公東京平均 30,526 58,911
現在の差 5,204 34,589
国公値上げ後 59,831 115,466

表①　　　　　宿舎料の官民比較　　　(円)

自社保有 借り上げ 全体では
500人以上 ４６，２ ７２，０ ７９，９% ２０，０% ０，１
１００人以上 ２５，５ ４５，７ ５５，７% ４４，０% ０，３
５００人以上 ５０，３ ８１，２ ８７，３% １２，７% ー
１００人以上 ３０，７ ６７，６ ７４，８% ２５，２% ー

平成２２年人事院「民間企業の勤務条件制度」調査結果より

表②　　　民間社宅保有状況
社宅有り(複数回答)

社宅なし 不明

全企業

転勤のあ
る企業

企業規模

本
当
で
し
ょ
う
か

「
公
務
員
の
宿
舎
料
は
安
い
」


